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第 1 回逗子市地域自治システム沼間小学校区懇話会 会議概要 

 

 

日 時：平成 24 年 10 月 31 日（水）18：30～20：30 

場 所：沼間公民館学習室 

出席者： 

（メンバー）川島メンバー、半田メンバー、橋本メンバー、永瀬メンバー、小清水メンバ

ー、菅波メンバー、藤田メンバー、誉田メンバー、小野メンバー、高木メンバー、望月メ

ンバー、二瓶メンバー、曽志メンバー、矢島メンバー、佐藤メンバー、服部（純）メンバ

ー、服部（誠）メンバー、坂本メンバー、岩倉メンバー 

（アドバイザー）名和田法政大学法学部教授 

（市）市長、副市長、平野経営企画部長、谷津経営企画部次長、廣末企画課長、仁科企画

係長、稲井主事、森本市民協働部担当部長、細野市民協働課専任主査 

 

議事概要： 

 

１．開会（廣末企画課長） 

○ 市長挨拶 

○ 名和田アドバイザー紹介 

○ 職員紹介 

 

２．メンバー紹介 

○ メンバー自己紹介 

○ 座長・副座長の選出 

・ メンバーの互選により、座長に橋本メンバーを、副座長に永瀬メンバーを選出 

 

３．懇話会の趣旨について（廣末企画課長） 

○ 懇話会の目的 

○ 今後の予定等 

 

４．新しい地域自治の仕組みについて（仁科企画課係長） 

○ 新しい地域自治の仕組みを導入する背景等 

○ 「ずしの新しい地域自治」の骨格（案） 
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○ 質疑応答 

（メンバー）資料３「新しい地域自治の仕組みの検討の流れ（予定）」についてだが、沼間

において平成 25 年の４月から「地域での実践活動」とあるがどのようなイメージか。 

（事務局）沼間は先進しているため全体懇話会の開催までのタイムラグがある。そのため

今までの活動を引き続き行っていることを示した。 

（メンバー）その実践活動は校区懇話会が行うのか、それとも地域の団体が行うのか。ま

た、地域の団体が行うとした場合、今までの活動は行えなくなるのか。 

（事務局）地域の団体である。今までの活動は何も変わらない。 

 

（メンバー）沼間はモデル地域とあるが、具体的にはどのようなモデルなのか。他の地域

の参考となるように先行して地域自治を実践するということなのか。モデルというからに

はお金の使い方も含めて考えるやり方もあるのではないか。 

（市長）この懇話会の趣旨は、全体懇話会開催にむけての地域単位での制度の検討である。

制度ができなければ人もお金の配分もできない。ただ、ある程度この懇話会でたたき台が

できあがれば財源がなくても事業を実施することは可能なので、地域での話し合いでその

方向性でまとまればぜひ取り組んでいただきたい。 

 

（メンバー）私はこの懇話会で自主事業とか共通事業とかを検討し選択していくと考えた

のだがいかがか。 

（事務局）この懇話会は、新しい制度についての意見をうかがう場であり、小学校区の事

業内容までは決める場ではない。 

（市長）懇話会は制度ができるまでの場であり、制度ができたあとには準備会、協議会と

なり、実践していただく場になるものと考えている。 

 

（メンバー）私は公募市民代表であるため、どの団体にも属しておらず、これまで皆さん

が所属団体でどのような検討をし、活動をしているのか判っていない。お互いの活動状況

がわからなければ前に進まない。是非この場で情報交換させていただきたい。小学校区と

いうのはすごくまとまりがあると感じる。小学校区として地域を盛り上げていきたい。 

 

（メンバー）まちづくりトークでも話があったが、小学校区の懇話会を立ち上げるには、

相当な意識改革をしていかないといけないのではないか。桜山４丁目の町内会においては、

自治会活動が非常に盛んだが、町内会以外の委員はやりたくないという人が非常に多い。

今のところは、町内会を優先していきたい。意識改革がされて、やろうという機運が盛り

上がってからやった方がよい。 

 

（メンバー）行政からの話は、逗子全体の話をベースにしているので、連合会に入ってい

る方、入っていない方の間にはギャップがある。我々の考える連合会は、各自治会、協力



3 

 

団体は今まで通りの活発な活動をしていただくための場であり、協議会はその応援をし、

市に対して意見を伝える場である。 

 

５．沼間小学校の取り組みについて 

○ 沼間小学校区地域連合の取り組みについて（橋本座長） 

・ 地域連合は、平成 22 年の秋から検討をはじめ、平成 23 年 5 月 28 日に連合会の結成

大会を開催し設立した。避難所運営委員会等でかかわりがあったので、まとまるのは

比較的易しかったと思う。 

・ 連合会としての規約も平成 23 年 9 月に定めた。 

・ 現在は月１回の会合を定期的に開いている。 

 

○ その他地域の活動について（誉田メンバー）  

・ 設立時期はいつかは不明だが６団体で上桜山連絡協議会を組織し、現在に至っている。

1 月、6 月、10 月の年３回会合を開いている。 

 

６．都市内分権の基礎知識について（名和田アドバイザー） 

 

７．その他 

 ・次回の日程は、11 月 28 日（水）18：30～沼間公民館学習室に決定 

 

以上 


